
自転車の幼児用座席に乗車できる者の

年 齢 制 限 が改正されました

島 根 県警 察 本 部

島根県道路交通法施行細則が
一部改正されました

改正点

～自転車の幼児用座席に乗車できる者の年齢制限～

【改正前】

６歳未満の者

【改正後】

小学校就学の始期に達するまで（※）の者
※ 小学校に就学する年の３月31日まで

幼児用座席等への乗車方法

○ 正しい乗車方法

× 違反となる乗車方法

幼児座席（前形） 幼児座席（後形） ４歳未満の者を
確実に背負う

幼児座席
＋背負い（４歳未満）

前形座席
＋後形座席

抱っこでの運転はダメ
（制動等の際に幼児に危険が
及ぶおそれがあるため）

１６歳未満の者が幼児を
乗せて運転するのはダメ

４人以上の乗車はダメ

～自転車はルールを守って安全に利用しましょう～

６歳児でも小学校就学前までの子供については

自転車の幼児用座席に乗車できるようになりました


